
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

一

令

和

八

年

号

外

三
九

三
月
三
十
一
日

（　火 曜 日　）

目
　
　
　
　
　
　
　
次
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甲

大
分
県
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議
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程
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一
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改
正
…
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一

大
分
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一
部
改
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…
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…
…
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一

大
分
県
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管
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程
の
一
部
改
正
…
…
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…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
二

大
分
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

　
　
　
　
　
　
　
訓
　
　
令
　
　
甲

　
　
　
　
　
　
　
教
育
委
員
会
訓
令
甲

　
　
　
　
　
　
　
人
事
委
員
会
訓
令

　
　
　
　
　
　
　
労
働
委
員
会
訓
令

　
　
　
　
　
　
　
警
察
本
部
訓
令

　
　
　
　
　
　
　
企

業

局

訓

令

　
　
　
　
　
　
　
病

院

局

訓

令

大
分
県
広
報
委
員
会
設
置
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

　
　
　
　
　
　
　
訓
　
　
令
　
　
甲

　
　
　
　
　
　
　
教
育
委
員
会
訓
令
甲

　
　
　
　
　
　
　
警
察
本
部
訓
令

大
分
県
青
少
年
対
策
本
部
設
置
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

大
分
県
食
の
安
全
確
保
・
食
育
推
進
本
部
設
置
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
訓
　
　
令
　
　
甲

大
分
県
訓
令
甲
第
八
号

　
本
　
　
　
庁
　

毎
週
　
火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
　
発
行
人
　
大
　
分
　
県
　
　
編
集
　
三
恵
印
刷
株
式
会
社
　
　
（
定
価
　
一
箇
年
　
三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
大
分
県
部
長
会
議
設
置
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
大
分
県
訓
令
甲
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
　

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

　
第
三
条
第
二
項
中
「
企
画
振
興
部
交
通
政
策
局
長
」
の
下
に
「
、
福
祉
保
健
部
こ
ど
も
政
策
局
長
」
を
加

え
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
訓
令
甲
第
九
号

本
　
　
　
　
　
庁
　

地
　
方
　
機
　
関
　

各
　
　
か
　
　
い
　

　
大
分
県
公
印
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
大
分
県
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

　
別
表
第
一
中

「

」
を

大
分
県
企
画
振
興
部

交
通
政
策
局
長
印
　

大
分
県
企
画

振
興
部
交
通

政
策
局
長
印

方
21

交
通
政
策
企
画
課
長

「

」
に
改
め
、
同

大
分
県
企
画
振
興
部

交
通
政
策
局
長
印
　

大
分
県
企
画

振
興
部
交
通

政
策
局
長
印

方
21

交
通
政
策
企
画
課
長

大
分
県
福
祉
保
健
部

こ
ど
も
政
策
局
長
印

大
分
県
福
祉

保
健
部
こ
ど
も

政
策
局
長
印

方
21

こ
ど
も
未
来
政
策
課

長
　
　
　
　
　
　
　

（
訓
令
甲
）



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

二

表
の
大
分
県
小
作
主
事
印
の
項
中
「水

田
畑
地
化
・
集
落
営
農
課
長

」
を
「農

地
活
用
・
営
農
推
進
課
長

」

に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
訓
令
甲
第
十
号

本
　
　
　
　
　
庁
　

地
　
方
　
機
　
関
　

　
大
分
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

　
第
五
十
九
条
第
二
項
中
「
、
表
彰
状
等
」
を
削
る
。

　
別
表
第
一
中

「

を

こ
ど
も
未
来
課

（
こ
未
来
）

」

「

に
、

こ
ど
も
未
来
政
策
課

（
こ
未
政
）

」

「

を

水
田
畑
地
化
・
集
落
営
農
課

（
水
集
営
）

」

「

に
、

農
地
活
用
・
営
農
推
進
課

（
農
営
）

」

「

を

雇
用
労
働
室

観
光
誘
致
促
進
室

（
雇
労
）

（
観
誘
）

」

「

に
改
め
る
。

雇
用
労
働
室

（
雇
労
）

」

　
第
七
号
様
式
（
そ
の
二
）
を
削
り
、
第
七
号
様
式
（
そ
の
一
）
を
第
七
号
様
式
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
訓
令
甲
第
十
一
号

本
　
　
　
　
　
庁
　

地
　
方
　
機
　
関
　

　
大
分
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
昭
和
六
十
年
大
分
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
　

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

　
第
十
六
条
第
三
項
第
三
号
中
「
者
」
の
下
に
「
。
た
だ
し
、
職
員
数
が
十
人
未
満
の
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
こ
と
と
し
、
そ
の
数
は
、
会
長
を
除
く
委
員
の
半
数
と
す
る
」
を

削
る
。

　
別
表
第
一
の
日
出
別
府
地
区
安
全
衛
生
協
議
会
の
項
中
「
東
部
保
健
所
」
の
下
に
「
、
東
部
保
健
所
地
域

福
祉
室
」
を
加
え
、
同
表
の
南
大
分
地
区
安
全
衛
生
協
議
会
の
項
中
「
こ
ど
も
・
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ

ー
」
の
下
に
「
、
こ
ど
も
・
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
大
分
支
所
」
を
加
え
、
同
表
の
豊
後
大
野
地
区
安
全

衛
生
協
議
会
の
項
中
「
食
肉
衛
生
検
査
所
」
の
下
に
「
、
農
林
水
産
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
」
を
、
「
農
林
水

産
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
農
業
研
究
部
」
の
下
に
「
、
農
林
水
産
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
畜
産
研
究
部
（
豊
後
大

野
市
）
、
農
林
水
産
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
林
業
研
究
部
き
の
こ
グ
ル
ー
プ
」
を
加
え
、
同
表
の
竹
田
地
区
安

全
衛
生
協
議
会
の
項
中
「
農
林
水
産
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
畜
産
研
究
部
」
の
下
に
「
（
竹
田
市
）
」
を
加

え
、
同
表
の
日
田
玖
珠
地
区
安
全
衛
生
協
議
会
の
項
中
「
西
部
保
健
所
」
の
下
に
「
、
西
部
保
健
所
地
域
福

祉
室
」
を
加
え
、
「
（
日
田
市
）
」
を
削
り
、
同
表
の
宇
佐
豊
後
高
田
地
区
安
全
衛
生
協
議
会
の
項
中
「
農

林
水
産
研
究
指
導
セ
ン
タ
ー
農
業
研
究
部
水
田
農
業
グ
ル
ー
プ
」
の
下
に
「
、
農
林
水
産
研
究
指
導
セ
ン
タ

ー
果
樹
グ
ル
ー
プ
（
宇
佐
市
）
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
訓
令
甲
第
十
二
号

知
　
事
　
部
　
局
　

議
会
事
務
局
　

教
　
育
　
庁
　

人
事
委
員
会
事
務
局
　

労
働
委
員
会
事
務
局
　

監
査
委
員
事
務
局
　

警
　
察
　
本
　
部
　

企
　
業
　
局
　

（
訓
令
甲
）



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

三

病
　
院
　
局
　

　
大
分
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
規
程
（
平
成
二
十
五
年
大
分
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

　
別
表
第
二
の
企
画
振
興
対
策
部
の
部
の
企
画
振
興
部
の
項
中
「
及
び
大
分
県
立
美
術
館
」
を
「
、
大
分
県

立
美
術
館
及
び
大
分
県
立
ア
ル
ゲ
リ
ッ
チ
記
念
館
」
に
改
め
る
。

　
別
表
第
三
の
企
画
振
興
対
策
部
の
部
の
芸
術
文
化
振
興
班
の
項
中
「
及
び
大
分
県
立
美
術
館
」
を
「
、
大

分
県
立
美
術
館
及
び
大
分
県
立
ア
ル
ゲ
リ
ッ
チ
記
念
館
」
に
改
め
、
同
表
の
福
祉
保
健
対
策
部
の
部
中
「
こ

ど
も
未
来
班
」
を
「
こ
ど
も
未
来
政
策
班
」
に
改
め
、
同
部
の
こ
ど
も
・
家
庭
支
援
班
の
項
に
次
の
二
号
を

加
え
る
。

　
三
　
障
害
児
福
祉
施
設
等
の
り
患
状
況
調
査
及
び
感
染
拡
大
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　
四
　
り
患
障
害
児
に
関
す
る
こ
と
。

　
別
表
第
三
の
福
祉
保
健
対
策
部
の
部
の
障
害
福
祉
班
の
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
こ
と
」
の
下
に

「
（
こ
ど
も
・
家
庭
支
援
班
の
所
掌
に
係
る
事
項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
表
の
文
教
対
策
部
の
部
の
義

務
教
育
班
の
項
第
一
号
中
「
市
町
村
立
学
校
」
の
下
に
「
及
び
県
立
学
び
ヶ
丘
中
学
校
」
を
加
え
、
同
項
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
県
立
学
び
ヶ
丘
中
学
校
の
応
急
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

　
別
表
第
三
の
文
教
対
策
部
の
部
の
高
校
教
育
班
の
項
中
「
県
立
学
校
」
を
「
県
立
高
等
学
校
及
び
県
立
大

分
豊
府
中
学
校
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第
三

の
企
画
振
興
対
策
部
の
部
の
芸
術
文
化
振
興
班
の
項
の
改
正
規
定
は
、
同
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
訓
　
　
令
　
　
甲

　
教
育
委
員
会
訓
令
甲

　
人
事
委
員
会
訓
令

　
労
働
委
員
会
訓
令

　
警
察
本
部
訓
令

　
企
業
局
訓
令

　
病
院
局
訓
令

大
分
県
訓
令
甲
第
十
三
号

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
八
号

大
分
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号

大
分
県
労
働
委
員
会
訓
令
第
二
号

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
十
四
号

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
一
号

大
分
県
病
院
局
訓
令
第
五
号

知
　
事
　
部
　
局
　

教
　
育
　
庁
　

人
事
委
員
会
事
務
局
　

労
働
委
員
会
事
務
局
　

警
　
察
　
本
　
部
　

企
　
業
　
局
　

病
　
院
　
局
　

　
大
分
県
広
報
委
員
会
設
置
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
大
分
県
訓
令
甲
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
　
分
　
県
　
知
　
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

大
　
　
分
　
　
県
　
　
教
　
　
育
　
　
委
　
　
員
　
　
会
　

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
　
和
　
　
　
田
　
　
　
久
　
　
　
継
　

大
分
県
労
働
委
員
会
会
長
　
　
清
　
　
　
水
　
　
　
立
　
　
　
茂
　

大
分
県
警
察
本
部
長
　
　
平
　
　
　
松
　
　
　
伸
　
　
　
二
　

大
分
県
企
業
局
長
　
　
渡
　
　
　
辺
　
　
　
淳
　
　
　
一
　

大
分
県
病
院
局
長
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
昌
　
　
　
司
　

　
別
表
中
「
教
育
庁
教
育
改
革
・
企
画
課
広
報
・
調
整
班
総
括
」
を
「
教
育
庁
教
育
改
革
・
企
画
課
総
務
・

広
報
班
総
括
」
に
、
「
人
事
委
員
会
事
務
局
公
務
員
課
試
験
・
審
査
班
総
括
」
を
「
人
事
委
員
会
事
務
局
公

務
員
課
採
用
企
画
班
総
括
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
訓
令
甲
・
訓
令
甲
・
教
育
委
訓
令
甲
・
人
事
委
訓
令

　
・
労
働
委
訓
令
・
警
察
本
部
訓
令
・
企
業
局
訓
令
・

　
病
院
局
訓
令
）



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

四

○
訓
　
　
令
　
　
甲

　
教
育
委
員
会
訓
令
甲

　
警
察
本
部
訓
令

大
分
県
訓
令
甲
第
十
四
号

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
十
五
号

知
　
事
　
部
　
局
　

教
　
　
育
　
　
庁
　

警
　
察
　
本
　
部
　

　
大
分
県
青
少
年
対
策
本
部
設
置
規
程

　
　
　
　
　
大
分
県
訓
令
甲
第
四
号
　

平
成
十
三
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

　
　
　
　
　
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
四
号

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

大
　
　
分
　
　
県
　
　
教
　
　
育
　
　
委
　
　
員
　
　
会
　

大
分
県
警
察
本
部
長
　
　
平
　
　
　
松
　
　
　
伸
　
　
　
二
　

　
別
表
第
二
中
「
福
祉
保
健
部
こ
ど
も
・
家
庭
支
援
課
長
」
を
「
福
祉
保
健
部
こ
ど
も
政
策
局
こ
ど
も
・
家

庭
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
訓
令
甲
第
十
五
号

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
号

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
十
六
号

知
　
事
　
部
　
局
　

教
　
　
育
　
　
庁
　

警
　
察
　
本
　
部
　

　
　
　
　
　
大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号

（
訓
令
甲
・
教
育
委
訓
令
甲
・
警
察
本
部
訓
令
）

　
大
分
県
食
の
安
全
確
保
・
食
育
推
進
本
部
設
置
規
程

平
成
十
五
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九

　
　
　
　
　
大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
十
七

号号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事
　
　
佐
　
　
　
藤
　
　
　
樹
　
一
　
郎
　

大
　
　
分
　
　
県
　
　
教
　
　
育
　
　
委
　
　
員
　
　
会
　

大
分
県
警
察
本
部
長
　
　
平
　
　
　
松
　
　
　
伸
　
　
　
二
　

　
別
表
第
二
中
「
水
田
畑
地
化
・
集
落
営
農
課
長
」
を
「
農
地
活
用
・
営
農
推
進
課
長
」
に
改
め
る
。

　
別
表
第
三
中
「
こ
ど
も
未
来
課
長
」
を
「
こ
ど
も
未
来
政
策
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


